
１章 
 

 

はじめに 

 

 桐生市では、平成６年４月に桐生市都市景観

条例を施行後、同年１０月に桐生市都市景観形

成基本計画を定め、良好な景観づくりを進めて

まいりました。 

 当市には、桐生新町重要伝統的建造物群保存

地区の歴史的まち並み、織物産業の隆盛に伴い

造られた、のこぎり屋根建造物や桐生倶楽部会

館などの文化財、都市と近接した豊かな自然景

観など、様々な要素が凝縮された、美しく特徴的な景観を有しています。 

 これらを守り、保存・活用を図りながら後世に伝えていくとともに、

良好な景観の創出と美しい自然との調和を図っていくため、当市におけ

る良好な景観の形成のための総合的な指針として、景観法に基づいて「桐

生市景観計画」を作成しました。 

 本計画では、桐生市都市景観形成基本計画の理念を引継ぐとともに、

景観法の理念に沿って景観形成の方針や景観形成誘導基準の設定、景観

重要建造物や景観重要樹木、景観地区等の指定の方針等を定めています。 

 今後は、市民・事業者の皆様と行政が適切な役割分担のもと、それぞ

れが協力し、より良い景観の形成に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。市民・事業者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 最後に、本計画の作成に当たり、貴重なご意見をいただきました多く

の市民の皆様、及び関係各位に心より感謝申し上げ、巻頭の挨拶といた

します。 

 

平成２８年４月 

 

              桐生市長 
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